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トラック運転者の
変形労働時間制導入のポイント

― 1か月単位の変形労働時間制 －

奈良労働局 労働基準部 監督課
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1か月単位の変形労働時間制について

変形労働時間制の種類

今回説明する内容は…
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１.１か月単位の変形労働時間制の採用方法

２.労使協定または就業規則などに定める事項

３.労働時間の計算方法

４.割増賃金の支払い
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事
業
場
の
業
務
の
実
態

業
務
の
繁
閑
が

比較的少ない場合

ある場合

直前にならないと
わからない場合
（規模30人未満の小
売業、旅館、料理・
飲食店に限る）

1週間に休日が2日
程度確保できる場合

1日の所定労働時間
が短縮できる場合

月始め・月末・特定週
等に業務が忙しい場合

特定の季節（夏季・冬
季など）、特定の月な
どに業務が忙しい場合

始業・終業の時刻を労
働者に自由に選択させ
ることが場合

完全週休2日制の採用

土曜日を半日勤務とする制度
〔例：月～金が7時間20分、
土が3時間20分〕の採用など

１か月単位の変形労働時間制
の採用

１年単位の変形労働時間制の
採用

１週間単位の非定型的変形労
働時間制の採用

フレックスタイム制の採用

変形労働時間制の種類1
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１か月単位の変形労働時間制について2

例えば、月初・月末が忙しく、月の中頃は
比較的仕事量が少ない事業場なら、１か月
単位の変形労働時間制が適しています。

１か月以内の一定の期間を平均して１週間当たりの労働時間が40時間（特例措置対象事業
※は44時間）以内となるように、労働日および労働日ごとの労働時間を設定

労働時間が特定の日に８時間を超えたり、特定の週に40時間（特例措置対象事業場は44時
間）を超えることが可能になる。

※常時使用する労働者数が10人未満の商業、映画・演劇業（映画の製作の事業を除く）、保健衛生業、
接客娯楽業

１か月単位の変形労働時間制
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１か月単位の変形労働時間制導入のイメージ

１週目 ２週目 ３週目 ４週目

50時間 50時間

40時間

【原則の労働時間】

40時間

総労働時間：160時間

法定時間外労働時間：20時間

20時間が割増賃金の対象となる

50時間 50時間

30時間 30時間

【1か月単位の変形労働時間制】

総労働時間：160時間

法定時間外労働時間：0時間

１週目 ２週目 3週目 ４週目

割増賃金の支払いなし

40時間
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１か月単位の変形労働時間制を導入するには、就業規則※または労使協定で必要事項
を定める必要があります。作成・変更した就業規則※や締結した労使協定は、所轄の
労働基準監督署に届け出る必要があります。

※常時使用する労働者が10人以上の場合は、就業規則の作成・届出が必要です。

１.１か月単位の変形労働時間制の採用方法
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次の事項すべてを定める必要があります。

２.労使協定または就業規則などに定める事項

① 対象労働者の範囲
法令上、対象労働者の範囲について制限はないが、その範囲は明確に定める必要があ

る。

② 対象期間及び起算日
対象期間及び起算日は、具体的に定める必要がある。
（例：毎月１日を起算日とし、１か月を平均して１週間当たり40時間以内とする。）
なお、対象期間は１か月以内とする。
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２.労使協定または就業規則などに定める事項

③ 労働日および労働日ごとの労働時間
シフト表や会社カレンダーなどで、②の対象期間すべての労働日ごとの労働時間を

あらかじめ具体的に定める必要がある。その際、対象期間を平均して、１週間当たり
の労働時間が40時間（特例措置対象事業場は44時間）を超えないよう設定しなければ
ならない。
なお、特定した労働日または労働日ごとの労働時間を任意に変更することはできな

い。

④ 労使協定の有効期間
労使協定を定める場合、労使協定そのものの有効期間は②で定める対象期間より長

い期間とする必要があるが、１か月単位の変形労働時間制を適切に運用するためには、
３年以内とするのが望ましい。
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月 暦日 休日日数 労働日数 所定労働時間 適・否

4月 30 8 22 167:30 OK

5月 31 9 22 169:30 OK

6月 30 8 22 169:00 OK

7月 31 9 22 169:00 OK

8月 31 9 22 169:30 OK

9月 30 8 22 169:00 OK

10月 31 8 23 176:30 OK

11月 30 8 22 168:00 OK

12月 31 9 22 169:00 OK

1月 31 9 22 169:30 OK

2月 28 7 21 160:00 OK

3月 31 8 23 177:00 OK

週法定
労働時間

月の歴日数
31日 30日 29日 28日

40 177.1 171.4 165.7 160.0
44 194.8 188.5 182.2 176.0

比較し所定労働時間が限度時間
の範囲内であれば「OK]です。
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機械器具卸売業 〇〇商事(株) 奈良市法蓮町〇〇－〇（0742-〇〇－〇〇〇〇） ３０人

営業
２５人

（ ０人）
１か月

（毎月１日） 別紙勤務表のとおり 令和4年4月1日から
令和4年3月31日

８ 時間 00 分 ４８ 時間 00 分

令和４ ３ 12

令和４ ３ 15

奈良

投票による選挙

営業主任
奈良 太郎

〇〇商事(株)
代表取締役社長 生駒 一郎

✔

✔
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対象期間を平均して１週間あたりの労働時間が40時間（特例措置対象事業場は44時
間）を超えないためには、対象期間中の労働時間を、次の式で計算した上限時間以下
とする必要があります。

３.労働時間の計算方法

◎ 上限時間の計算方法

上限時間 ＝ １週間の法定労働時間
（40時間（特例措置対象事業場は44時間）） ×

変形期間の暦日数
７

週法定
労働時間

月の歴日数
31日 30日 29日 28日

40 177.1 171.4 165.7 160.0
44 194.8 188.5 182.2 176.0

◆変形期間が1か月の場合の所定労働時間の総枠

（単位：時間）
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１か月単位の変形労働時間制を採用した場合、割増賃金の支払いが必要な時間外労働とな
る時間は次のとおりです。

４.割増賃金の支払い

①１日の法定労働時間外労働→８時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は
８時間を超えて労働した時間

②１週間の法定労働時間外労働→40時間（特例措置対象事業場は44時間）を超える時間を定
めた週はその時間、それ以外の週は40時間（特例措置対象事業場は44時間）を超えて労働
した時間（①で時間外労働となる時間を除く）

③対象期間の法定労働時間総枠を超えて労働した時間（①または②で時間外労働となる時間
を除く）
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◆時間外労働となる時間（具体例）

第１週 所定労働時間40時間 第２週 所定労働時間38時間 第３週 所定労働時間42時間 第４週 所定労働時間36時間 第５週 所定労働
時間16時間

時間外労働となる時間
①１日８時間を超えかつ所定労働時間を超えており、時間
外労働

②１日８時間、１週間40時間を超えておらず、月の法定労
働時間の枠内であり法定内労働

③１日８時間を超えていないが、１週40時間を超えており
時間外労働

④１日8時間を超え、かつ、所定労働時間を超えており時間
外労働

⑤１日８時間、１週40時間を超えていないが、②について
労働させたため、月の法定労働時間を超えており、所定
労働時間であっても時間外労働

１か月の所定労働時間 172.0時間
（40＋38＋42＋36＋16）

１か月の法定労働時間 177.1時間
40時間×31週
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所定労働時間
所定労働時間を超えた時間（時間外労働）
所定労働時間を超えた時間（法定内労働時間）

①

② ② ②
③

④

⑤
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時間外・法定休日・深夜の割増賃金率（労働基準法第37条）

法定時間外労働 25％以上
月60時間を超える法定時間外労働（令和５年４月から） 50％以上
法定休日労働 35%以上
深夜労働（午後10時～午前５時） 25％以上

時間外労働・休日労働をさせるには、36協定
の届け出が必要です。詳しくは【基本編】で
説明しています。
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月60時間を超える法定時間外労働

小売業

5,000万円以下サービス業
（例：情報通信業、病院、
不動産業、宿泊業等）

卸売業 1億円以下
上記以外

（例：製造業、建設業、
運輸業等）

3億円以下

小売業 50人以下

サービス業
100人以下

卸売業

上記以外 300人以下

ま
た
は

①資本金の額または出資の総額 ②常時使用する労働者数※

中
小
事
業
主
の
範
囲

月60時間超の残業割増賃金率
大企業は 50％
中小企業は 25％

1か月の時間外労働
1日8時間・1週40時間
を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25％ 50％

中小企業 25％ 25％

月60時間超の残業割増賃金率
大企業、中小企業ともに50％
※中小企業の割増賃金率を引上げ

1か月の時間外労働
1日8時間・1週40時間
を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25％ 50％

中小企業 25％ 50％

【現在】 【改正後】令和5年4月1日施行
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ご視聴ありがとうございました
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